
　

　　

　　

　　

　

東 京 都 周 産 期 搬 送 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 概 要

目　的 コーディネート業務の対象

　・選定困難事案の減少及び選定時間の短縮

　・周産期母子医療センター等の医師の負担軽減
○ 受付時間
　

○ 受付対象
　

　
　

　

　

○ 対象患者

コーディネーターの業務内容

設置場所

　東京消防庁総合指令室（千代田区大手町）

コーディネーターの職種

　助産師又は同等の知識を有する者

ブロック

①　応需情報の把握
　

②　搬送先選定業務
　

③　その他の付随業務

ブロック 担当区域 搬送先調整担当

区中央部 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 愛育病院

区南部 品川区、大田区 昭和大学病院、東邦大森病院

区西南部 目黒区、世田谷区、渋谷区 日赤医療センター

区西部 新宿区、中野区、杉並区 女子医大病院

区西北部 豊島区、北区、板橋区、練馬区 日大板橋病院（豊島区は大塚病院）

区東北部 荒川区、足立区、葛飾区 帝京大学病院（所在地は板橋区（区西北部））

区東部 墨田区、江東区、江戸川区 墨東病院

多摩 市町村部
杏林大学病院（母体）
多摩・小児総合医療センター（新生児）

◎　各搬送ブロックの搬送先調整担当の周産期母子医療センター

※　一般通報＝傷病者の発生地　　転院搬送＝搬送元医療機関所在地

２４時間体制

都内の各搬送ブロックの搬送先調整担当の周産期母子医療センター（各総合周産期母子
医療センター）

(1) 転院搬送
　  都内産科施設等において搬送が必要となった母体・新生児で、総合周産期センター等に
　  おいて、受入れ不能かつ当該ブロック内での搬送調整が困難である患者

(2) 一般通報
　  都内の一般通報のうち、救急隊が周産期案件と判断し、各消防本部に医療機関の選定を
     依頼した患者

   ※　(1)、(2)ともに東京都母体救命搬送システム対象症例は除く。

     周産期医療情報システムの診療能力情報を
     もとに、原則として午前９時頃と午後５時
     ３０分頃の２回、必要に応じ、電話等で周
     産期医療情報システム参画医療機関の状況
     を把握し、搬送先選定の一助とする。

     依頼元産科施設等からのＦＡＸによる患者
　  情報及び総合周産期センター等からの搬送
     先選定に関する助言、医学的助言のもとに、
     搬送先医療機関の選定を行う。

     周産期医療情報システムの更新依頼、搬送
     先選定に関するデータの整理及び統計の作
     成、医療機関基本情報調査等



①  産科施設等からの患者搬送依頼
     産科施設等では、患者の搬送が必要となった場合、日常的に連携して
     いる施設等に要請しても搬送先が決まらない場合は、各ブロックの総合
     周産期センターに搬送調整依頼書をFAXで送付の上、電話で患者の
     受入要請・調整依頼を行う。

②  総合周産期センターにおけるブロック内調整
     各ブロックの総合周産期センターは、必要な患者情報を把握した上で、
     自院での受入れが不能な場合、ブロック内の周産期センター、周産期
     連携病院等に受入要請する。
     なお、総合周産期センターによるブロック内調整は必須とするものではなく、
     ブロック内調整も含め、周産期搬送コーディネーターに搬送先選定を依頼
     することも可とする。

③  周産期搬送コーディネーターへの医療機関選定依頼
     自ブロック内で受入れ不能な場合又はブロック内調整が難しい場合は、
     総合周産期センターは、依頼元産科施設等に対し、搬送調整依頼書
     を周産期搬送コーディネーターにFAXするよう伝えるとともに、コーディ
     ネーターに搬送先選定を依頼する。
     その際、コーディネーターに患者情報の伝達を行い、搬送先として適切な
     施設や医学的観点からの助言を行うとともに、必要に応じ、コーディネー
     ターの搬送先選定に協力する。
     周産期搬送コーディネーターは、必要に応じ産科施設等に電話で患者
     情報の確認を行う。

④  周産期搬送コーディネーターによる搬送先選定
     周産期搬送コーディネーターは、患者情報と総合周産期センターからの
     助言等を参考に、都内医療機関に受入要請を行う。受入先が決まらない
     場合等は、総合周産期センターの責任により対処する。

⑤  依頼元産科施設等への連絡
     周産期搬送コーディネーターは、依頼元産科施設等に搬送先医療機関を
     連絡するとともに、調整結果を総合周産期センターに報告する。
     連絡を受けた産科施設等は、搬送先医療機関への連絡及び救急車出動
     要請を行い、患者を搬送する。

【搬送先調整の手順】

周産期搬送コーディネーターの業務概要イメージ【転院搬送の場合】

産科施設等

ブロック内の総合周産期センター

周産期搬送コーディネー
タ

②-2②-1

③　医療機関選定依頼

・患者情報の伝達
・搬送先候補施設の助言
・医学的な助言

他ブロックの周産期センター、
周産期連携病院等

ブロック内の周産期センター、
周産期連携病院等

日常的に連携してい
る施設、関連病院等
へ独自に要請

自院で受入れ
ブロック内調整

（①）

④　受入要請

①　患者搬送受入要請・調整依頼

搬送先決定 搬送調整不調

総合周産期セ
ンターの責任に

より対処

自院で受入れ不能の
場合②-２へ

ブロック内で受入れ
不能の場合③へ

受入要請

・FAX及び電話による患者情報の伝達

②

東京消防庁指令室

※必要に応じ、コーディネー
ターの選定に協力

※　産科施設からの依頼が母体救命搬送システム対象症例であ
ると判断され、自院で受入れ不能の場合は、産科施設に対し、直
ちに１１９番通報により「スーパー母体救命」を依頼するよう指示
する。

（※）

③FAXによる搬送調
整依頼書の送付
（必要に応じ電話によ
る患者情報の確認）

⑤　受入医療機関連絡

⑤　調整結果報告

③　コーディネーター
への搬送調整依頼
書のFAX送付を依頼

⑤搬送先医療機関への連絡、 救急車の要請

②-2’
総合周産期センター
は、ブロック内調整も
含め周産期搬送コー
ディネーターに選定依
頼を行うことも可とす
る。

②-2’



周産期搬送コーディネーターの業務概要イメージ【一般通報の場合】

救急隊

②受入要請

各消防本部

連携

①選定依頼（周産期事案）

事案発生ブロックの
総合周産期センター（※）

・搬送先候補施設の助言
・医学的な助言

東京消防庁指令室

周産期搬送コーディネーター

救急コーディ
ネーター

救急隊
指導医

事案発生ブロック内の周産期センター、
周産期連携病院等

受入不能の場合

③受入要請

②選定依頼 ④併行選定依頼

④併行選定指示

④受入要請
（③と併行）

搬送調整が不調の場合は、総合
周産期センターの責任により対処

かかりつけの
産科施設等 （①）

管制員連携

③’必要に応じ、コーディ
ネーターの選定に協力

ブロック外の周産期センター、
周産期連携病院等

④受入要請
（③と併行）

②’妊産婦の緊急度や妊娠週数等を勘案し、直近の医療機関等を優
先して選定したほうがよいと判断される場合等には、事案発生ブ
ロックの総合周産期センター以外の施設に第一に連絡することも可
とする。

②'受入要請

【搬送先調整の手順】

①  救急隊から各消防本部への選定依頼
     救急隊は、事案が周産期案件と判断した場合は、各消防本部に医療機関
     の選定を依頼する。

②  総合周産期センターへの受入要請・調整依頼
     依頼を受けた各消防本部は、周産期搬送コーディネーターに搬送先選定を
     依頼する。周産期搬送コーディネーターは、事案発生ブロックの総合周産期
     センターに受入要請を行う。
     ただし、妊産婦の緊急度や妊娠週数等を勘案し、直近の医療機関等を優先
     して選定したほうがよいと判断される場合等には、事案発生ブロックの総合
     周産期センター以外の施設に第一に連絡することも可とする。

③  周産期搬送コーディネーターによる搬送先選定
     当該総合周産期センターで受入れ不能の場合は、周産期搬送コーディ
     ネーターがブロック内の周産期センター、周産期連携病院等を優先して受入
     要請する。
     総合周産期センターは、周産期搬送コーディネーターに搬送先として適切
     な施設や医学的観点からの助言を行うとともに、必要に応じ、周産期搬送コー
     ディネーターの搬送先選定に協力する。

④  各消防本部との連携による受入要請
     周産期搬送コーディネーターは、 ③と併行して受入要請を行う医療
     機関及び優先順位を決定し、各消防本部に受入要請の協力依頼を
     行う。
     依頼を受けた各消防本部は、現場の救急隊と連携し、医療機関に受入
     要請を行う。

⑤  受入医療機関の決定
　  周産期搬送コーディネーターは、各消防本部に受入医療機関を連絡
     する。各消防本部は、救急隊に搬送先医療機関を連絡する。
     受入先が決まらない場合等は、発生ブロックの総合周産期センター
     の責任により対処する。


